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鹿児島県魚類養殖指導指針の改定について 
 

 

１ 改定の背景 

（１）現在の養殖実態との乖離 

    現行の魚類養殖指導指針は昭和53年４月に施行されて以降，大幅な改定がなされておらず，

餌や環境の変化，養殖技術の進歩等により，当時設定された生簀内放養密度や生餌として設定

された餌料対策が，現在の養殖実態にそぐわない。 

 

 （２）持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画との関連 

     令和７年３月の「持続的養殖生産確保法の運用」の改正により，各漁協が定める漁場改善計

画における適正養殖可能数量（各漁場において１年間で新たに放養できる尾数）の設定方法

について，これまでの国に代わって都道府県が定めることとなり，指導指針との整合を図る

必要が生じた。 

 

 （３）近年の環境変動（夏の高水温）への対策 

     近年の夏場の高水温の影響により養殖魚の成長不良等の影響が出てきており，その対策と

して生簀の大型化等による薄飼い等が求められている。 

 

２ 改定の概要 

（１）「１ 養殖漁場の利用について」 

  ① 生簀台数の制限から養殖尾数の制限に変更 

  ② 単位面積あたりの生簀台数制限の削除 

 

 （２）「２ 養殖漁場の環境管理について」 

   ① 漁場の類型評価と適正放養量の設定を廃止 

② 新たな養殖漁場の環境基準の設定 

 

 （３）「３ 養殖管理について」 

① 生簀内放養量（放養密度）の廃止 

② 現状に合わせた「餌料対策」と「魚病対策」の見直し 

 

 （４）「４ 経営対策について」 

項目全体の削除 

 

 （５）「５ 魚類養殖適正化のための推進体制について」 

    軽微な文言修正 
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 趣
旨

 

 
本

県
の

魚
類

養
殖

業
は

，
恵

ま
れ

た
漁

場
環

境
の

も
と

に
ブ

リ
や

カ
ン

パ
チ

な
ど

の
養

殖
が

行
わ

れ
，

ブ
リ

類
生

産
量

日
本

一
で

，
本

県
の

主
幹

漁
業

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
し

か
し

，
赤

潮
や

魚
病

の
発

生
，

生
産

コ
ス

ト
の

増
大

な
ど

に
よ

り
，

魚
類

養
殖

業
者

は
不

安
定

な

経
営

を
強

い
ら

れ
て

い
る

。
な

か
で

も
，

魚
病

や
赤

潮
の

発
生

は
，

漁
場

環
境

の
悪

化
に

起
因

す
る

と

こ
ろ

が
大

き
い

と
考

え
ら

れ
，

養
殖

業
者

，
漁

場
管

理
者

及
び

関
係

機
関

が
一

体
と

な
り

，
環

境
の

保

全
及

び
改

善
を

図
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

 
今

後
も

，
本

県
の

魚
類

養
殖

業
の

持
続

可
能

な
振

興
を

図
る

た
め

に
は

，
漁

場
管

理
及

び
養

殖
管

理

の
適

正
化

を
強

力
に

推
進

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

「
鹿

児
島

県
魚

類
養

殖
指

導
指

針
」

を

定
め

る
。

 

   １
 

養
殖

漁
場

の
利

用
に

つ
い

て
 

⑴
  

養
殖

漁
場

の
海

域
区

分
と

放
養

尾
数

の
管

理
 

  
  

  
養

殖
漁

場
の

利
用

に
あ

た
っ

て
は

，
漁

場
を

有
効

か
つ

適
正

に
利

用
す

る
た

め
「

特
定

海
域

」

と
特

定
海

域
以

外
の

「
そ

の
他

の
海

域
」

に
区

分
し

，
放

養
尾

数
の

管
理

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

ア
  
特

定
海

域
 

垂
水

市
と

鹿
屋

市
と

の
境

界
，

旧
鹿

児
島

市
と

旧
喜

入
町

と
の

境
界

を
結

ぶ
線

以
北

の
海

域

（
以

下
「

特
定

海
域

Ａ
」

と
い

う
。

)
及

び
指

宿
市

大
山

崎
と

山
川

漁
港

外
港

東
端

を
結

ぶ
線

以

西
の

海
域

（
以

下
「

特
定

海
域

Ｂ
」

と
い

う
。

）
を

「
特

定
海

域
」

と
定

め
，

当
該

海
域

に
お

け
る

放
養

尾
数

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

(
ｱ
)

 
特

定
海

域
内

の
各

漁
場

に
お

け
る

１
年

間
の

新
規

放
養

（
導

入
）

尾
数

は
，

適
正

養
殖

可
 

能
数

量
設

定
要

領
（

平
成

2
3
年

３
月

2
9
日

付
け

2
2
水

推
第

1
1
4
2
号

水
産

庁
長

官
通

知
）

で
定

め
る

基
準

値
（

平
成

1
8
年

か
ら

平
成

2
2
年

ま
で

の
５

年
間

の
放

養
実

績
値

の
最

大
と

最
小

を
除

い
た

中
庸

３
年

間
の

平
均

）
を

上
限

と
す

る
。
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 趣
旨

 

 
本

県
の

魚
類

養
殖

業
は

，
恵

ま
れ

た
漁

場
環

境
の

も
と

に
着

実
な

伸
び

を
み

せ
，

本
県

の
漁

業
生

産

の
中

で
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
，

近
年

，
一

部
の

海
域

で
は

水
質

は
悪

化
の

傾
向

に
あ

り
，

異
常

赤
潮

の
発

生
や

魚

病
発

生
の

増
加

と
と

も
に

，
魚

価
の

低
迷

，
生

産
諸

経
費

の
増

大
な

ど
に

よ
り

，
魚

類
養

殖
経

営
は

厳

し
い

局
面

を
迎

え
て

い
る

。
な

か
で

も
，

魚
病

や
赤

潮
の

発
生

は
過

密
養

殖
や

漁
場

環
境

の
悪

化
に

起

因
す

る
こ

と
が

多
く

，
養

殖
業

者
，

漁
場

管
理

者
及

び
関

係
機

関
が

一
体

と
な

り
，

環
境

の
保

全
及

び

改
善

を
図

る
こ

と
が

急
務

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
今

後
，

本
県

の
魚

類
養

殖
業

の
持

続
可

能
な

振
興

を
図

る
た

め
に

は
，

適
正

な
漁

場
計

画
を

樹
立

す

る
と

と
も

に
，

漁
場

管
理

及
び

養
殖

管
理

の
適

正
化

を
強

力
に

推
進

し
て

い
く

必
要

が
あ

り
，

そ
の

基

本
的

事
項

を
明

確
に

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

，
こ

こ
に

「
鹿

児
島

県
魚

類
養

殖
指

導
指

針
」

を
定

め

る
。

 

 １
 

養
殖

漁
場

の
利

用
に

つ
い

て
 

⑴
 

漁
場

計
画

の
策

定
 

  
  

  
魚

類
養

殖
の

特
定

区
画

漁
業

権
に

係
る

漁
場

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

漁
場

を
有

効
か

つ

適
正

に
利

用
す

る
た

め
「

特
定

海
域

」
と

特
定

海
域

以
外

の
「

そ
の

他
の

海
域

」
に

分
け

て
行

う
。

 

 

ア
  
特

定
海

域
 

垂
水

市
と

鹿
屋

市
と

の
境

界
，

旧
鹿

児
島

市
と

旧
喜

入
町

と
の

境
界

を
結

ぶ
線

以
北

の
海

域

（
以

下
「

特
定

海
域

Ａ
」

と
い

う
。

)
及

び
指

宿
市

大
山

崎
と

山
川

漁
港

外
港

東
端

を
結

ぶ
線

以

西
の

海
域

（
以

下
「

特
定

海
域

Ｂ
」

と
い

う
。

）
を

「
特

定
海

域
」

と
定

め
，

当
該

海
域

に
お

け
る

漁
場

計
画

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

(
ｱ
)

  
特

定
海

域
の

生
簀

台
数

に
つ

い
て

は
８

ｍ
生

簀
換

算
で

，
特

定
海

域
Ａ

を
２

,４
９

５
台

以

内
，

特
定

海
域

Ｂ
を

１
６

５
台

以
内

と
し

，
そ

の
範

囲
内

で
漁

場
計

画
を

策
定

す
る

も
の

と

す
る

。
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改

 
定

 
案

 
現

 
 

 
行

 

 
 

 
〇

特
定

海
域

に
お

け
る

１
年

間
の

新
規

放
養

尾
数

の
上

限
 

 
ブ

リ
類

 
マ

ダ
イ

 

特
定

海
域

Ａ
 

９
,
１

２
８

.
３

千
尾

以
内

 
２

,
５

６
５

.
３

千
尾

以
内

 

特
定

海
域

Ｂ
 

 
 
２

７
４

.
４

千
尾

以
内

 
―

 

※
当

該
海

域
に

お
け

る
区

画
漁

業
権

の
免

許
台

数
に

つ
い

て
は

，
漁

業
権

の
切

替
時

に
策

定
す

る
海

区
漁

場
計

画
に

お
い

て
定

め
る

。
 

 

(
ｲ
)

  
特

定
海

域
で

特
に

環
境

が
悪

化
し

て
い

る
漁

場
に

つ
い

て
は

，
放

養
尾

数
の

削
減

な
ど

を

検
討

す
る

。
 

 

イ
 

そ
の

他
の

海
域

 

 
 

 
 

特
定

海
域

以
外

の
各

漁
場

に
お

け
る

１
年

間
の

新
規

放
養

尾
数

は
，

県
の

漁
場

改
善

計
画

の

認
定

基
準

に
お

い
て

定
め

る
い

ず
れ

か
の

適
正

養
殖

可
能

数
量

の
設

定
方

法
の

う
ち

，
漁

場
管

理
者

が
適

当
と

認
め

る
方

法
で

算
出

し
た

適
正

養
殖

可
能

数
量

を
上

限
と

す
る

。
 

 〔
削

除
〕

 

       

⑵
  

 適
正

な
漁

場
利

用
 

漁
場

管
理

者
は

，
潮

通
し

の
良

い
よ

う
に

小
割

生
簀

を
設

置
す

る
な

ど
，

適
正

な
漁

場
利

用
を

図
る

た
め

，
区

画
漁

業
権

の
条

件
で

定
め

る
生

簀
設

置
台

数
を

限
度

と
し

て
漁

場
別

の
利

用
計

画

を
定

め
，

養
殖

業
者

に
行

使
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

 〔
削

除
〕

 

〔
新

設
〕

 

      

(
ｲ
)
 
 
特

定
海

域
で

特
に

環
境

の
悪

化
し

て
い

る
漁

場
に

つ
い

て
は

，
漁

業
計

画
の

策
定

に
あ

た

り
漁

場
縮

小
な

ど
を

検
討

す
る

。
 

 

イ
 

そ
の

他
の

海
域

 

 
  

  
  

特
定

海
域

以
外

の
漁

場
計

画
は

，
現

に
漁

業
権

の
存

す
る

水
面

の
範

囲
内

に
策

定
す

る
も

の

と
す

る
が

，
次

の
場

合
に

は
新

た
な

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

  

(
ｱ
)

  
沿

岸
漁

場
整

備
開

発
事

業
等

に
よ

り
造

成
さ

れ
る

漁
場

 

  
  

  
(
ｲ
)

  
地

域
漁

業
振

興
計

画
等

に
基

づ
く

漁
場

 

 
  

  
 

 
 魚

類
養

殖
に

適
し

た
漁

場
環

境
で

，
漁

業
者

相
互

間
の

責
任

体
制

等
が

確
立

さ
れ

適
正

に

養
殖

が
行

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
 

 

(
ｳ
)
 

漁
場

環
境

の
悪

化
に

伴
い

，
沖

出
し

又
は

移
設

を
行

う
こ

と
が

適
切

と
認

め
ら

れ
る

場
合

 

 

⑵
  

適
正

な
漁

場
行

使
 

  
  

  
漁

場
管

理
者

は
適

正
な

漁
場

行
使

を
図

る
た

め
，

次
の

事
項

を
基

本
と

し
て

漁
場

別
の

利
用

計

画
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

   
  

ア
  

生
簀

設
置

台
数

 

  
  

  
  
有

効
漁

場
面

積
１

ha
当

た
り

の
生

簀
台

数
は

８
ｍ

生
簀

換
算

で
１

５
台

以
内

と
す

る
が

，
漁

場
管

理
者

は
県

が
漁

場
ご

と
に

定
め

る
生

簀
設

置
台

数
を

限
度

と
し

て
養

殖
業

者
に

行
使

さ
せ

る
こ

と
。

 

（
有

効
漁

場
面

積
は

水
深

５
ｍ

以
上

の
漁

場
面

積
と

す
る

）
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

〔
削

除
〕

 

     ２
 

養
殖

漁
場

の
環

境
管

理
に

つ
い

て
 

⑴
 
 
漁

場
の

水
質

・
底

質
等

の
基

準
 

  
  

  
 県

は
漁

場
環

境
の

維
持

並
び

に
養

殖
魚

の
健

全
な

育
成

を
図

る
た

め
，

漁
場

管
理

者
及

び
養

殖

業
者

が
遵

守
す

べ
き

基
準

を
定

め
る

。
 

   〔
削

除
〕

 

                 

ア
 

水
質

 

 
 

 
(
ｱ
)
 
 
D
O
（

溶
存

酸
素

量
）

が
4
.
0
m
l
/
l
（

5
.
7
m
g
/
l
）

を
上

回
っ

て
い

る
こ

と
。

 

 

 
イ

 
生

簀
の

配
置

 

  
  

  
  

 小
割

生
簀

は
潮

通
し

の
良

い
よ

う
に

配
置

し
，

生
簀

の
深

さ
は

漁
場

水
深

の
３

分
の

１
以

内

を
基

準
と

す
る

こ
と

。
 

  
  

  
  

 な
お

，
振

ら
せ

方
式

に
よ

る
８

ｍ
角

生
簀

の
係

留
は

，
原

則
と

し
て

２
台

連
結

と
し

，
 こ

の

場
合

の
間

隔
は

最
低

４
０

ｍ
と

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

養
殖

漁
場

の
環

境
管

理
に

つ
い

て
 

⑴
  

漁
場

の
類

型
評

価
 

  
  

  
 県

は
漁

場
環

境
の

維
持

並
び

に
養

殖
魚

の
健

全
な

育
成

を
図

る
た

め
漁

場
毎

の
類

型
を

定
め

，

漁
場

計
画

策
定

及
び

放
養

限
度

量
の

基
準

と
す

る
。

 

  
  

  
 漁

場
の

類
型

は
，

県
並

び
に

漁
場

管
理

者
が

行
う

漁
場

環
境

調
査

の
結

果
に

基
づ

き
,
次

の
 

  
  

 

評
価

表
に

よ
り

定
め

る
。

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
漁

場
環

境
評

価
表

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 要
素

 
   

  
  

水
 

 
 

質
 

   
底

質
 

  
 Ｃ

Ｏ
Ｄ

 

    
平

均
流

速
 

 
 類

型
 

  Ｃ
Ｏ

Ｄ
 

 Ｔ
－

Ｐ
  

  
  

 
  Ａ

 
  2
.
0

pp
m

以
下

 
 

 0
.
0
3
0

pp
m

以
下

  
 

 1
0

m
g/

g
以

下
 

 3
.
0

cm
/s

以
上

 
  Ｂ

 
 0
.
0
3
1

～
0
.
0
5
0

pp
m

  1
1
～

2
5

m
g/

g 
 2
.
9
～

2
.
1

cm
/s

 
  Ｃ

 
 

 2
.
1
～

3
pp

m
  0

.
0
5
1

pp
m

以
上

 
 

 2
6
～

5
0

m
g/

g 
 

 2
.
0

cm
/s

以
下

 
 

注
1
)

  
類

型
評

価
は

，
全

て
の

評
価

要
素

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

注
2
)

  
水

質
及

び
底

質
に

つ
い

て
は

，
３

シ
ー

ズ
ン

連
続

し
て

，
評

価
要

素
の

一
つ

で
も

基
準

を
超

え
た

と
き

は
，

類
型

評
価

の
ラ

ン
ク

を
下

げ
る

こ
と

と
す

る
。

 

 
 

 
注

3
)

  
Ａ

類
型

に
お

い
て

は
，

赤
潮

発
生

に
よ

る
被

害
の

危
険

性
は

少
な

く
，

病
害

に
よ

る
へ

 
 

 
 

 

い
死

率
も

10
％

以
下

で
あ

る
こ

と
。

 

注
4
)

  
T

-P
は

,
鹿

児
島

湾
海

域
だ

け
を

対
象

と
し

,
数

値
は

冬
季

の
漁

場
中

心
部

表
面

水
の

分

析
値

と
す

る
。

 

 〔
新

設
〕
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 
 

 
(
ｲ
)
 
 
C
O
D
（

化
学

的
酸

素
要

求
量

）
が

2
.
0
m
g
/
l
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

  
 

 
(
ｳ
)
 

鹿
児

島
湾

海
域

に
つ

い
て

は
冬

季
の

全
リ

ン
が

0
.
0
5
m
g
/
l
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

 

イ
 

底
質

 

 
 

 
(
ｱ
)
 
 
C
O
D
が

2
0
m
g
/
g
乾

泥
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

  
 

 
(
ｲ
)
 
 
硫

化
物

が
0
.
2
m
g
/
g
乾

泥
以

下
で

あ
る

こ
と

。
 

  
 
 
 
 
(
ｳ
)
 
 
い

け
す

等
の

養
殖

施
設

の
直

下
の

水
底

に
お

い
て

，
ゴ

カ
イ

等
の

多
毛

類
そ

の
他

こ
れ

に

類
す

る
底

生
生

物
が

生
息

し
て

い
る

こ
と

。
 

 

ウ
 

飼
育

生
物

の
条

件
 

 
 
 
 
 
 
 
 
条

件
性

病
原

体
（

連
鎖

球
菌

，
白

点
虫

等
）

に
よ

る
年

間
累

積
死

亡
率

が
，

増
加

傾
向

に
な

い
こ

と
。

 

 

⑵
 

漁
場

別
放

養
尾

数
の

確
認

 

〔
削

除
〕

 

    

ア
 

放
養

限
度

尾
数

の
設

定
 

漁
場

管
理

者
は

，
漁

場
改

善
計

画
で

定
め

る
各

漁
場

の
適

正
養

殖
可

能
数

量
に

基
づ

き
，

養

殖
業

者
別

放
養

限
度

尾
数

を
定

め
る

ほ
か

，
毎

年
魚

種
別

（
ハ

マ
チ

・
ブ

リ
，

タ
イ

等
）

魚
体

別
（

当
年

，
２

年
，

３
年

等
）

の
養

殖
計

画
及

び
出

荷
計

画
を

作
成

し
，

県
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

  
 

イ
 

「
も

じ
ゃ

こ
」

の
放

養
尾

数
 

県
は

２
の

⑵
の

ア
の

養
殖

計
画

及
び

出
荷

計
画

を
勘

案
し

て
「

も
じ

ゃ
こ

」
の

放
養

尾
数

を

決
定

す
る

。
 

  
 

ウ
 

行
使

状
況

調
査

の
実

施
 

漁
場

管
理

者
は

放
養

尾
数

を
確

認
す

る
た

め
，

毎
年

２
月

及
び

９
月

に
行

使
状

況
調

査
を

行

い
，

そ
の

結
果

を
県

に
報

告
す

る
こ

と
。

 

〔
新

設
〕

 

               

⑵
  

適
正

放
養

量
 

  
  

 ア
 

類
型

別
放

養
量

 

 
  

  
  

漁
場

１
ha

当
り

の
放

養
量

の
最

高
限

度
は

毎
年

９
月

１
日

現
在

で
Ａ

類
型

漁
場

４
０

ト
ン

，

Ｂ
類

型
漁

場
３

２
ト

ン
，

Ｃ
類

型
漁

場
２

０
ト

ン
と

す
る

。
 

 
  

各
漁

場
毎

の
適

正
放

養
量

は
，

こ
の

範
囲

内
で

別
表

３
の

算
式

に
よ

り
定

め
る

。
 

 

イ
 

漁
場

別
放

養
量

の
確

認
 

(
ｱ
)
 
 
漁

場
管

理
者

は
各

漁
場

毎
の

適
正

放
養

量
に

基
づ

き
養

殖
業

者
別

放
養

限
度

量
を

定
め

る

ほ
か

，
毎

年
魚

種
別

（
ハ

マ
チ

，
ブ

リ
，

タ
イ

等
）

魚
体

別
（

当
年

，
２

年
，

３
年

等
）

の
養

殖
計

画
及

び
出

荷
計

画
を

作
成

し
県

に
報

告
す

る
こ

と
。

 

 

(
ｲ
)

  
県

は
(
ｱ
)
の

養
殖

計
画

及
び

出
荷

計
画

を
勘

案
し

て
「

も
じ

ゃ
こ

」
の

放
養

数
量

を
決

定
す

る
。

 

  

(
ｳ
)
 

漁
場

管
理

者
は

適
正

放
養

量
を

確
認

す
る

た
め

，
毎

年
２

月
及

び
９

月
に

行
使

状
況

調
査

を
行

い
，

そ
の

結
果

を
県

に
報

告
す

る
こ

と
。
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 
 

 
 

ま
た

，
県

は
必

要
に

応
じ

漁
場

管
理

者
立

会
い

の
上

，
漁

場
の

行
使

状
況

調
査

を
実

施
し

，

指
導

す
る

。
 

 

⑶
 

漁
場

環
境

の
監

視
 

 
 

漁
場

管
理

者
及

び
養

殖
業

者
は

，
漁

場
環

境
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

な
ど

を
行

い
，

常
に

漁
場

環
境

の
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

，
漁

場
の

環
境

維
持

対
策

を
積

極
的

に
行

い
，

魚
病

発
生

や
赤

潮

発
生

の
未

然
防

止
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

  
  

 ア
 

監
視

等
体

制
の

確
立

 

 
  

  
  

漁
場

管
理

者
及

び
養

殖
業

者
は

，
赤

潮
発

生
時

な
ど

に
お

け
る

監
視

及
び

対
応

体
制

を
事

前

に
整

備
し

，
被

害
の

防
止

に
努

め
る

こ
と

。
 

  

イ
 

水
質

，
底

質
状

況
の

報
告

等
 

 
  

  
  

漁
場

管
理

者
は

，
漁

場
別

に
漁

場
中

央
付

近
の

水
質

，
底

質
を

年
２

回
（

９
月

，
３

月
）

採
 

取
分

析
し

，
そ

の
結

果
を

県
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

調
査

の
結

果
，

以
下

の
(
ｱ
)
～

(
ｳ
)
の

基
準

に
一

つ
で

も
該

当
し

た
場

合
は

，
給

餌
を

制
限

又

は
中

止
す

る
と

と
も

に
，

２
の

⑴
の

基
準

に
回

復
す

る
ま

で
の

間
，

新
規

の
放

養
は

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

，
鹿

児
島

湾
に

お
い

て
，

水
質

の
C
O
D
が

基
準

（
2
.
0
m
g
/
l
）

を
超

え
た

場
合

，
給

餌

を
制

限
又

は
中

止
す

る
な

ど
漁

場
環

境
の

改
善

に
努

め
る

こ
と

。
 

  
 
 

(
ｱ
)
 
 
水

中
に

お
け

る
D
O
が

2
.
5
m
l
/
l
（

3
.
6
m
g
/
l
）

を
下

回
っ

て
い

る
。

 

 

 
 
 
 

(
ｲ
)
 

水
底

に
お

け
る

硫
化

物
が

2
.
5
m
g
/
g
乾

泥
を

上
回

っ
て

い
る

 

 

 
 
 
(
ｳ
)
 

生
簀

等
の

養
殖

施
設

の
直

下
の

水
底

に
，

半
年

以
上

ゴ
カ

イ
等

の
多

毛
類

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
底

生
生

物
（

肉
眼

で
確

認
で

き
る

も
の

に
限

る
。

）
が

生
息

し
て

い
な

い
。

 

  〔
削

除
〕

 

   

(
ｴ
)

  
県

は
必

要
に

応
じ

漁
場

管
理

者
立

会
い

の
う

え
漁

場
の

行
使

状
況

調
査

を
実

施
し

，
指

導

す
る

。
 

 

⑶
  

漁
場

環
境

の
監

視
 

〔
新

設
〕

 

     
  
ア

 
監

視
等

体
制

の
確

立
 

 
  

  
  

漁
場

管
理

者
及

び
養

殖
業

者
は

漁
場

観
測

等
を

行
い

，
常

に
漁

場
環

境
の

状
況

を
把

握
し

て

お
く

と
と

も
に

，
赤

潮
発

生
時

に
お

け
る

監
視

及
び

対
応

体
制

を
事

前
に

整
備

し
，

被
害

の
防

止
に

つ
と

め
る

こ
と

。
 

   
 イ

 
水

質
，

底
質

状
況

の
報

告
等

 

漁
場

管
理

者
は

漁
場

別
に

漁
場

中
央

付
近

の
水

質
，

底
質

を
年

２
回

（
９

月
，

３
月

）
採

取
分

析
し

，
そ

の
結

果
を

県
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

な
お

，
Ｃ

Ｏ
Ｄ

が
Ｃ

類
型

の
評

価
基

準
を

超
え

た
と

き
（

水
質

は
３

.
１

pp
m

以
上

,
底

質
は

５
１

m
g/

g
以

上
）

は
，

給
餌

を
制

限
又

は
中

止
す

る
と

と
も

に
，

回
復

す
る

ま
で

の
間

，
新

規

の
放

養
は

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

ま
た

，
鹿

児
島

湾
に

お
い

て
，

水
質

の
Ｃ

Ｏ
Ｄ

が
Ｂ

類
型

の
評

価
基

準
を

超
え

た
と

き
（

水
 

質
で

２
.
１

pp
m

以
上

）
は

，
給

餌
を

制
限

又
は

中
止

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 〔
新

設
〕

 

       

⑷
 

漁
場

環
境

の
保

全
 

漁
場

管
理

者
及

び
養

殖
業

者
は

,
養

殖
漁

場
の

環
境

保
全

の
た

め
餌

料
解

凍
に

よ
る

汚
水

や
出

荷
魚

の
処

理
汚

水
が

直
接

漁
場

内
へ

流
出

し
な

い
よ

う
,
必

要
な

施
設

等
の

整
備

に
努

め
る

こ
と

。
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 

ウ
 

漁
場

の
状

態
の

把
握

等
 

養
殖

業
者

は
，

漁
場

の
利

用
実

態
，

漁
場

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

等
を

考
慮

し
て

漁
場

の
状

態
を

的
確

に
把

握
し

，
過

密
養

殖
と

な
ら

な
い

よ
う

，
生

簀
等

の
養

殖
施

設
の

規
模

及
び

数
を

管

理
す

る
と

と
も

に
，

放
養

尾
数

又
は

放
養

密
度

を
管

理
す

る
こ

と
。

ま
た

，
漁

場
の

海
水

交
換

を

阻
害

し
な

い
よ

う
，

各
養

殖
施

設
間

の
一

定
の

間
隔

の
保

持
な

ど
，

養
殖

施
設

の
適

正
配

置
を

行

う
こ

と
。

 

 

  
  

 エ
 

生
簀

内
放

養
密

度
等

 

生
簀

内
の

放
養

密
度

に
つ

い
て

は
,
夏

季
の

成
層

期
な

ど
漁

場
環

境
の

厳
し

い
状

況
で

は
薄

 

飼
い

を
実

施
し

，
魚

の
ス

ト
レ

ス
低

減
に

努
め

る
こ

と
。

 

※
  

参
考

：
ブ

リ
類

17
kg

/㎥
（

令
和

２
～

６
年

の
平

均
放

養
密

度
）

 

 〔
削

除
〕

 

          

オ
 

養
殖

魚
等

の
点

検
，

観
察

 

(
ｱ
)

 
養

殖
業

者
は

適
宜

漁
場

の
環

境
，

養
殖

施
設

の
状

況
，

養
殖

魚
の

状
態

等
を

点
検

監
視

す
 

る
こ

と
。

 

   
  

 (
ｲ
)

  
養

殖
業

者
は

日
常

，
養

殖
魚

等
を

十
分

観
察

し
て

次
の

事
項

を
記

録
す

る
こ

と
。

  

・
天

候
，

気
温

，
降

雨
量

，
水

温
，

海
の

状
況

 

・
餌

料
の

種
類

，
投

餌
量

，
投

餌
回

数
 

・
飼

育
尾

数
（

魚
種

別
，

魚
体

別
）

 

・
へ

い
死

魚
の

尾
数

，
状

態
 

 

３
 

養
殖

管
理

に
つ

い
て

 

 
⑴

 
飼

育
管

理
 

 
  

  
養

殖
業

者
は

漁
場

利
用

を
適

正
に

行
い

健
全

な
飼

育
を

図
る

一
方

,
漁

場
の

環
境

維
持

対
策

を

積
極

的
に

行
い

，
魚

病
発

生
や

異
常

赤
潮

発
生

の
未

然
防

止
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

      
 

 ア
 

生
簀

内
放

養
量

等
 

  
  

  
(
ｱ
)

  
 養

殖
業

者
は

生
簀

台
数

と
そ

の
配

置
，

放
養

計
画

に
基

づ
く

養
殖

尾
数

の
厳

守
，

漁
場

条

件
を

配
慮

し
た

生
簀

の
規

模
，

材
質

，
構

造
等

の
選

択
，

並
び

に
放

養
量

の
調

整
等

，
健

全

な
飼

育
に

努
め

る
こ

と
。

 

   
  

 (
ｲ
)

  
 生

簀
内

の
放

養
量

は
,
漁

場
環

境
の

良
好

な
漁

場
で

１
ｍ

３
当

た
り

下
表

の
数

値
（

単
位

：

kg
）

を
最

高
限

度
と

す
る

こ
と

。
 

 
  

な
お

，
そ

の
他

の
魚

種
に

つ
い

て
は

，
類

似
の

魚
種

に
準

ず
る

こ
と

。
 

 

  
  

  
  

  
魚

種
別

最
高

限
度

放
養

量
一

覧
表

（
K

g/
m

３
）

 

   
魚

種
名

 

  ぶ
り

類
 

  ま
だ

い
 

 と
ら

ふ
ぐ

 

 し
ま

あ
じ

 

  
放

養
量

 

 

   
 ８

 

 

   
  
６

 

 

   
 ４

 

 

   
 ６

 

 

 

イ
 

養
殖

魚
等

の
点

検
，

観
察

 

(
ｲ
)

 
養

殖
業

者
は

適
宜

潜
水

し
て

漁
場

の
環

境
，

養
殖

施
設

の
状

況
，

養
殖

魚
の

状
態

等
を

点
 

検
監

視
す

る
こ

と
。

 

   
  

 (
ｲ
)

  
養

殖
業

者
は

日
常

養
殖

魚
等

を
十

分
観

察
し

て
次

の
事

項
を

記
録

す
る

こ
と

。
  

・
天

候
，

気
温

，
降

雨
量

，
水

温
，

海
の

状
況

 

・
餌

料
の

種
類

，
投

餌
量

，
投

餌
回

数
 

・
飼

育
尾

数
（

魚
種

別
，

魚
体

別
）

 

・
へ

い
死

魚
の

尾
数

，
状

態
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

⑷
  

飼
餌

料
の

適
正

な
使

用
 

 
養

殖
業

者
は

，
漁

場
へ

の
有

機
物

負
荷

を
低

減
す

る
た

め
，

給
餌

量
の

適
正

化
に

努
め

る
と

と

も
に

，
固

形
配

合
飼

料
等

有
機

物
負

荷
の

比
較

的
少

な
い

飼
餌

料
の

使
用

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 〔
削

除
〕

 

                            

⑵
  

 餌
料

対
策

 

 
餌

料
代

の
養

殖
経

費
に

占
め

る
割

合
は

大
き

く
，

餌
料

を
効

率
よ

く
使

用
し

，
漁

場
環

境
の

保

全
に

努
め

る
と

と
も

に
経

営
の

安
定

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 ア
 

餌
料

の
入

手
及

び
解

凍
処

理
 

(
ｱ
)
 
 
鮮

度
の

良
い

餌
料

の
共

同
購

入
に

努
め

，
保

蔵
に

つ
い

て
も

鮮
度

保
持

に
十

分
注

意
す

る

こ
と

，
特

に
餌

を
解

凍
し

た
ま

ま
投

餌
す

る
場

合
は

そ
の

鮮
度

が
判

別
し

難
い

の
で

，
仕

入

段
階

で
留

意
す

る
こ

と
。

 

 

(
ｲ
)
 
餌

料
効

率
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
環

境
保

全
の

た
め

凍
結

餌
料

の
有

効
利

用
に

努
め

る

こ
と

。
 

 

(
ｳ
)
 

餌
料

を
解

凍
し

て
使

用
す

る
場

合
は

天
日

解
凍

を
避

け
，

海
水

，
又

は
真

水
に

よ
る

散
水

 

解
凍

，
浸

漬
解

凍
等

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。
 

  
  

(ｴ
) 

 解
凍

は
陸

上
又

は
海

上
に

特
設

し
た

場
所

で
行

い
，

解
凍

液
は

共
同

処
理

施
設

の
整

備
を

 
 

は
か

り
，

直
接

漁
場

へ
の

流
出

防
止

に
努

め
る

こ
と

。
 

 

(
ｵ
)
 

解
凍

は
投

餌
回

数
ご

と
に

必
要

量
を

解
凍

す
る

こ
と

。
 

 

イ
 

調
餌

及
び

投
餌

 

(
ｱ
)

 
餌

料
は

魚
体

の
育

成
状

況
に

見
合

っ
た

大
き

さ
に

調
餌

し
，

そ
の

効
率

化
を

図
る

こ
と

。
 

 

(
ｲ
)

 
餌

を
凍

結
し

た
ま

ま
割

砕
す

る
場

合
は

餌
の

温
度

等
に

留
意

し
，

で
き

る
だ

け
く

ず
が

で
 

な
い

よ
う

に
配

慮
す

る
こ

と
。

 

 

(
ｳ
)

 
投

餌
は

養
殖

魚
の

摂
餌

状
態

を
見

な
が

ら
投

餌
量

を
調

整
し

，
過

食
さ

せ
な

い
こ

と
。

特
 

に
自

動
給

餌
機

等
に

よ
る

投
餌

に
は

細
心

の
注

意
を

は
ら

う
こ

と
。

又
残

り
の

餌
料

は
海

中

投
棄

し
な

い
こ

と
。

 

 

(
ｴ
)

 
１

日
の

投
餌

量
の

基
準

は
次

表
１

，
２

の
と

お
り

と
す

る
が

，
適

宜
投

餌
を

休
む

日
を

設
 

け
る

こ
と

。
 

 

(
ｵ
)
 

調
餌

機
器

の
使

用
に

あ
た

っ
て

は
事

故
防

止
に

努
め

，
必

要
な

安
全

対
策

を
講

じ
る

こ
と

。
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 〔
削

除
〕

 

                                

 表
１

 
ハ

マ
チ

・
ブ

リ
の

基
準

投
与

量
 

 表
２

 
マ

ダ
イ

の
基

準
投

餌
量

 

                

月
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

備
考

平
均

魚
体

重
ｇ

0
.5

5
1
5

3
0

5
5

8
0

1
0
0

総
重

量
k
g

5
5
0

1
5
0

3
0
0

5
5
0

8
0
0

1
,0
0
0

１
日

の
投

餌
率

％
2
0

1
6

1
2

9
7

4
2

１
日

の
投

餌
量

k
g

1
8

1
8

2
7

3
8
5

3
2

2
0

月
間

投
餌

日
数

3
0

3
0

2
6

2
6

2
6

2
6

2
5

月
間

投
餌

量
k
g

3
0

2
4
0

4
6
8

7
0
2

1
,0
0
1

8
3
2

5
0
0

平
均

魚
体

重
ｇ

1
0
5

1
0

1
2
0

1
4
0

1
7
0

2
2
0

2
7
0

3
2
0

3
8
0

4
3
0

4
8
0

5
2
0

総
重

量
k
g

1
,0
5
0

1
,1
0
0

1
,1
2
0

1
,1
4
0

1
,7
0
0

2
,2
0
0

2
,7
0
0

3
,2
0
0

3
,8
0
0

4
,3
0
0

4
,8
0
0

5
,2
0
0

１
日

の
投

餌
率

％
2

1
.5

1
.5

2
.0

4
.0

6
.0

7
.0

7
.0

7
.0

6
.0

4
.0

2
.0

１
日

の
投

餌
量

k
g

2
1

1
1

1
8

2
8

6
8

1
3
2

1
8
9

2
2
4

2
6
6

2
5
8

1
9
2

1
0
4

月
間

投
餌

日
数

2
0

1
5

1
5

2
0

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
4

2
2

月
間

投
餌

量
k
g

4
2
0

1
6
5

2
7
0

5
6
0

1
,7
6
8

3
,4
3
2

4
,9
1
4

5
,8
2
4

6
,9
1
6

6
,7
0
8

4
,6
0
8

2
,2
8
8

平
均

魚
体

重
ｇ

5
3
0

5
5
0

5
8
0

6
1
0

6
5
0

7
0
0

7
7
0

8
4
0

9
1
0

9
7
0

1
,0
3
0

1
,0
8
0

総
重

量
k
g

5
,3
0
0

5
,5
0
0

5
,8
0
0

6
,1
0
0

6
,5
0
0

7
,0
0
0

7
,7
0
0

8
,4
0
0

9
,1
0
0

9
,7
0
0

1
0
,3
0
0

1
0
,8
0
0

１
日

の
投

餌
率

％
1
.8

1
.5

1
.5

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

5
.0

4
.0

3
.0

2
.5

2
.0

１
日

の
投

餌
量

k
g

9
5
4

8
2
5

8
7

1
2
2

1
9
5

2
8
0

3
8
5

4
2
0

3
6
4

2
9
1

2
,5
7
5

2
1
6

月
間

投
餌

日
数

2
0

1
5

1
5

2
0

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
0

月
間

投
餌

量
k
g

1
,9
0
8

1
,2
3
8

1
,3
0
5

2
,4
4
0

5
,0
7
0

7
,2
8
0

1
0
,0
1
0

1
0
,9
2
0

9
,4
6
4

7
,5
6
6

6
,6
9
5

4
,3
2
0

当 年 魚 一 万 尾 ２ 年 魚 一 万 尾 ３ 年 魚 一 万 尾

月
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

12
備
考

平
均

魚
体

重
ｇ

10
10

2
50

5
0
0

70
0

9
50

1
,1
7
0

1,
3
00

総
重

量
kg

1
00

80
0

2,
5
00

5
,0
0
0

7,
00

0
9
,5
00

11
,7
0
0

13
,0
00

１
日

の
投

餌
率

％
50

30
18

1
2

9
7

5
3

１
日

の
投

餌
量

kg
50

24
0

4
50

6
0
0

59
5

6
66

58
5

3
90

月
間

投
餌

日
数

31
30

31
2
5

2
6

26
2
6

23

月
間

投
餌

量
kg

1,
5
50

7
,2
00

1
3,
9
50

15
,0
0
0

1
5,
47

0
1
7
,2
90

15
,2
1
0

8,
9
70

平
均

魚
体

重
ｇ

1
,3
5
0

1,
4
50

1
,6
0
0

1,
80

0
2,
2
00

2
,8
00

3,
6
00

4
,2
0
0

4,
80

0
5
,4
00

5
,8
0
0

6,
0
00

総
重

量
kg

13
,5
0
0

1
4,
5
00

16
,0
0
0

1
8,
00

0
2
2
,0
00

28
,0
00

3
6,
0
00

42
,0
0
0

4
8,
00

0
54

,0
00

58
,0
0
0

60
,0
00

１
日

の
投

餌
率

％
2

1
1

2
2

3
3

4
5

4
3

2

１
日

の
投

餌
量

kg
24

3
1
74

19
2

27
0

4
40

70
0

1,
0
80

1
,6
8
0

2,
40

0
2
,1
60

1
,7
4
0

1,
2
00

月
間

投
餌

日
数

2
0

15
1
2

23
26

26
25

2
5

2
6

26
2
6

20

月
間

投
餌

量
kg

4
,8
6
0

2,
6
10

2
,3
0
4

6,
21

0
1
1,
4
40

18
,2
00

2
7,
0
00

42
,0
0
0

6
2,
40

0
5
6
,1
60

45
,2
4
0

24
,0
00

ハ マ チ 一 万 尾 （ 当 年 魚 ） ブ リ 一 万 尾 （ 2 年 魚 ）

-10-



改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

  
⑸

 
養

殖
施

設
の

適
正

な
管

理
 

 
 

 
養

殖
施

設
内

の
飼

育
生

物
の

生
育

環
境

を
良

好
に

維
持

す
る

た
め

，
養

殖
施

設
等

へ
の

付
着

物

の
除

去
や

，
定

期
的

な
網

替
え

を
行

う
。

 

 ３
 

養
殖

魚
の

魚
病

対
策

に
つ

い
て

 

⑴
 

魚
病

の
予

防
と

対
策

の
た

め
の

措
置

 

養
殖

業
者

は
，

健
康

な
種

苗
の

確
保

に
努

め
，

周
辺

の
養

殖
漁

場
に

お
け

る
魚

病
の

発
生

や
分

布
の

状
況

を
注

視
し

，
必

要
に

応
じ

養
殖

施
設

等
の

消
毒

を
行

う
と

と
も

に
，

次
の

事
項

に
留

意

し
，

魚
病

の
発

生
予

防
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

   
 

ア
 

種
苗

の
選

定
 

(
ｱ
)
 

種
苗

の
入

手
に

際
し

て
は

，
健

全
種

苗
の

確
保

を
図

り
，

必
要

に
応

じ
薬

浴
消

毒
に

努
め

る
こ

と
。

 

 

(
ｲ
)
 
 
魚

病
が

発
生

し
て

い
る

漁
場

か
ら

他
の

漁
場

へ
種

苗
等

を
移

動
し

な
い

こ
と

。
 

 

(
ｳ
)
 
 
魚

病
発

生
の

未
然

防
止

を
図

る
た

め
，

養
殖

業
者

は
種

苗
と

し
て

養
殖

魚
を

移
入

す
る

と

き
は

漁
協

に
届

け
出

る
こ

と
と

し
，

漁
協

は
当

該
地

区
で

重
大

な
魚

病
が

発
生

し
，

 
 

 
 

感
染

の
恐

れ
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

 

  
 

イ
 

発
病

時
の

処
置

 

(
ｱ
)
 
 
養

殖
業

者
は

養
殖

魚
に

異
常

が
発

見
さ

れ
た

と
き

は
，

餌
止

め
等

の
措

置
を

行
う

こ
と

。
 

  

(
ｲ
)
 
 
養

殖
業

者
は

魚
病

が
発

生
し

た
場

合
は

，
速

や
か

に
水

産
技

術
開

発
セ

ン
タ

ー
に

報
告

し
，

診
断

に
基

づ
く

対
策

な
ど

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

  

(
ｳ
)
 

水
産

用
医

薬
品

を
使

用
す

る
場

合
は

，
使

用
基

準
を

厳
守

す
る

こ
と

。
 

 

(
ｴ
)
 
 
水

産
用

医
薬

品
の

海
中

へ
の

流
出

を
防

止
す

る
た

め
，

薬
剤

を
展

着
し

た
飼

料
は

生
簀

の
 

魚
が

全
量

を
食

べ
き

れ
る

量
に

調
整

す
る

な
ど

工
夫

す
る

こ
と

。
 

 

 〔
新

設
〕

 

    

⑶
  
魚

病
対

策
 

 
 

  
魚

病
に

よ
る

被
害

は
年

々
増

加
し

て
お

り
，

今
後

の
魚

類
養

殖
の

経
営

に
大

き
な

障
害

と
な

る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
し

た
が

っ
て

適
正

な
漁

場
利

用
や

飼
育

管
理

と
と

も
に

，
次

の
事

項
に

留

意
し

，
魚

病
防

止
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

ア
 

種
苗

の
選

定
 

(
ｱ
)
 

種
苗

の
入

手
に

際
し

て
は

，
健

全
種

苗
の

確
保

を
図

り
，

必
要

に
応

じ
薬

浴
消

毒
に

努
め

る
こ

と
。

 

 

(
ｲ
)
 

魚
病

が
発

生
し

て
い

る
漁

場
か

ら
他

の
漁

場
へ

種
苗

等
を

移
動

し
な

い
こ

と
。

 

 

(
ｳ
)
 

魚
病

発
生

の
未

然
防

止
を

図
る

た
め

，
養

殖
業

者
は

種
苗

と
し

て
養

殖
魚

を
移

入
す

る
と

き
は

漁
協

に
届

け
出

る
こ

と
と

し
，

漁
協

は
当

該
地

区
で

重
大

な
魚

病
が

発
生

し
，

 
 

 
 

感
染

の
恐

れ
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

 

  
 

イ
 

発
病

時
の

処
置

 

(
ｱ
)
 
 
養

殖
業

者
は

養
殖

魚
に

異
常

が
発

見
さ

れ
た

と
き

は
，

速
や

か
に

漁
協

に
届

け
出

る
と

と

も
に

餌
止

め
等

の
緊

急
措

置
を

行
う

こ
と

。
 

 

(
ｲ
)
 
 
漁

協
は

養
殖

業
者

か
ら

届
出

を
受

け
た

場
合

，
速

や
か

に
水

産
技

術
開

発
セ

ン
タ

ー
，

地

域
振

興
局

等
に

通
報

し
，

的
確

な
診

断
に

基
づ

く
対

策
を

と
る

よ
う

，
養

殖
業

者
を

指
導

す

る
こ

と
。

 

 

(
ｳ
)
 

水
産

薬
を

使
用

す
る

場
合

は
，

水
産

薬
使

用
基

準
を

厳
守

す
る

こ
と

。
 

 

(
ｴ
)
 
 
水

産
薬

を
効

率
的

に
使

用
す

る
た

め
，

配
合

飼
料

や
展

着
剤

と
混

合
し

て
投

与
す

る
な

ど
，

薬
剤

の
海

中
へ

の
流

出
防

止
を

図
る

こ
と

。
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 

(
ｵ
)
 

養
殖

業
者

は
，

飼
育

日
誌

に
よ

り
常

に
養

殖
魚

の
数

量
等

を
的

確
に

把
握

し
て

お
く

 
 

 
 

と
と

も
に

，
魚

病
発

生
及

び
投

薬
等

の
記

録
も

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
 

 

(
ｶ
)
 

漁
協

は
魚

病
の

ま
ん

延
防

止
の

た
め

，
県

等
の

指
導

を
う

け
，

ワ
ク

チ
ン

等
の

対
策

を
講

ず
る

こ
と

。
 

 

(
ｷ
)

  
へ

い
死

魚
は

速
や

か
に

取
り

上
げ

陸
上

で
焼

却
処

分
等

に
付

す
る

こ
と

。
 

 

⑵
 

特
定

疾
病

（
注

１
ま

た
は

新
疾

病
（

注
２
の

ま
ん

延
防

止
を

図
る

た
め

の
措

置
 

  
  

  
漁

場
管

理
者

及
び

養
殖

業
者

は
，

可
能

な
限

り
初

期
の

段
階

で
特

定
疾

病
等

の
ま

ん
延

防
止

を

図
る

た
め

，
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

  
 

ア
 

異
常

魚
類

発
見

時
の

迅
速

な
処

理
 

 
 

 
 

養
殖

魚
に

，
従

来
の

疾
病

と
は

明
ら

か
に

異
な

る
異

常
を

発
見

し
た

場
合

に
は

，
水

産
技

術

開
発

セ
ン

タ
ー

，
地

域
振

興
局

の
魚

類
防

疫
員

等
に

迅
速

に
報

告
す

る
と

と
も

に
，

直
ち

に
異

常
を

呈
す

る
飼

育
群

の
移

動
を

制
限

す
る

な
ど

，
他

へ
の

感
染

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
 

  
 

イ
 

魚
類

防
疫

員
等

へ
の

協
力

 

 
 

 
 

病
原

体
の

侵
入

経
路

に
関

す
る

資
料

の
提

供
，

立
入

検
査

へ
の

協
力

な
ど

，
魚

類
防

疫
員

等
 

が
実

施
す

る
一

連
の

調
査

に
協

力
す

る
こ

と
。

 

  
 
⑶

 
そ

の
他

養
殖

場
の

改
善

及
び

疾
病

の
ま

ん
延

防
止

に
関

す
る

重
要

事
項

 

ア
 

養
殖

漁
場

の
改

善
及

び
疾

病
の

ま
ん

延
防

止
を

図
る

た
め

の
体

制
の

整
備

 

 
 

 
 

養
殖

漁
場

の
改

善
及

び
疾

病
の

ま
ん

延
防

止
を

図
る

う
え

で
，

近
隣

の
地

域
な

ど
一

体
的

に

管
理

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

海
域

に
お

い
て

は
，

必
要

に
応

じ
，

関
係

す
る

漁
協

等
か

ら
な

る
連

絡
・

協
議

の
た

め
の

組
織

の
設

置
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

  
 

イ
 

養
殖

用
資

材
の

選
定

・
使

用
に

際
し

て
の

環
境

保
全

等
へ

の
配

慮
 

 
 

 
 

水
産

用
医

薬
品

や
漁

網
防

汚
剤

等
資

材
の

選
定

・
使

用
に

当
た

っ
て

は
，

環
境

の
保

全
や

養

殖
魚

の
健

全
性

に
十

分
に

配
慮

す
る

こ
と

。
 

  

 

(
ｵ
)
 

養
殖

業
者

は
，

飼
育

日
誌

に
よ

り
常

に
養

殖
魚

の
数

量
等

を
的

確
に

把
握

し
て

お
く

 
 

 
 

と
と

も
に

，
魚

病
発

生
及

び
投

薬
等

の
記

録
も

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
 

   
 

(
ｶ
)
 

漁
協

は
魚

病
が

蔓
延

も
し

く
は

蔓
延

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

は
，

県
等

の
指

導
を

う
け

 
 

 
 

地
域

一
斉

投
薬

等
対

策
を

講
ず

る
こ

と
。

 

   
  

 (
ｷ
)

  
へ

い
死

魚
は

速
や

か
に

取
り

上
げ

陸
上

で
焼

却
処

分
等

に
付

す
る

こ
と

。
 

 〔
新

設
〕
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

〔
削

除
〕

 

               ４
 

魚
類

養
殖

適
正

化
の

た
め

の
推

進
体

制
に

つ
い

て
 

⑴
 

魚
類

養
殖

協
議

会
の

設
置

 

県
は

魚
類

養
殖

に
係

る
漁

場
環

境
の

保
全

及
び

養
殖

業
の

健
全

な
発

展
を

推
進

す
る

た
め

，
関

係
業

界
代

表
者

，
学

識
経

験
者

，
県

及
び

市
町

村
職

員
か

ら
な

る
「

鹿
児

島
県

魚
類

養
殖

協
議

会
」

を
設

置
し

，
次

の
事

項
を

協
議

す
る

。
 

  
 

ア
 

養
殖

漁
場

の
水

質
及

び
環

境
の

保
全

に
関

す
る

事
項

 

  
 

イ
 

魚
類

養
殖

の
放

養
尾

数
等

の
適

正
基

準
に

関
す

る
事

項
 

  
 

ウ
 

養
殖

技
術

の
改

善
普

及
に

関
す

る
事

項
 

  
 

エ
 

魚
病

及
び

赤
潮

等
の

対
策

に
関

す
る

事
項

 

  
 

オ
 

養
殖

業
の

生
産

目
標

及
び

種
苗

の
需

給
調

整
に

関
す

る
事

項
 

  
 

カ
 

そ
の

他
養

殖
業

の
漁

場
環

境
に

関
し

て
必

要
な

事
項

 

 

⑵
 

指
導

体
制

の
整

備
 

ア
 

漁
協

は
漁

場
管

理
の

た
め

の
組

織
を

整
備

し
，

こ
の

指
針

の
周

知
励

行
に

努
め

る
こ

と
。

 

 イ
 

県
か

ん
水

養
魚

協
会

は
養

殖
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
，

会
員

相
互

，
関

係
機

関
 

 
 

 

と
の

連
携

強
化

，
情

報
収

集
に

つ
と

め
る

ほ
か

，
指

針
の

各
事

項
に

つ
い

て
傘

下
会

員
の

指
導

に
努

め
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

４
 

経
営

対
策

に
つ

い
て

 

⑴
  

流
通

対
策

 

  
漁

協
等

は
系

統
共

販
体

制
の

確
立

強
化

と
円

滑
な

流
通

を
図

る
た

め
の

市
場

の
開

拓
，

拡
張

に

努
め

る
と

と
も

に
，

漁
協

別
生

産
目

標
の

設
定

に
よ

る
出

荷
計

画
の

円
滑

化
を

図
る

こ
と

，
又

，
消

費
者

の
嗜

好
に

応
じ

た
生

産
物

の
供

給
体

制
を

確
立

す
る

こ
と

。
 

 

⑵
 
 
経

営
改

善
 

系
統

組
織

を
利

用
し

た
餌

料
等

の
共

同
購

入
，

施
設

等
の

共
同

設
置

，
協

業
化

や
事

業
資

金
の

系
統

利
用

を
促

進
し

，
経

費
の

軽
減

を
図

る
と

と
も

に
，

そ
の

対
応

策
を

確
立

す
る

こ
と

。
 

  
ま

た
，

事
故

災
害

に
備

え
て

養
殖

共
済

へ
の

全
面

加
入

を
図

る
こ

と
。

 

 
 ⑶

 
協

業
化

の
促

進
 

養
殖

漁
場

の
環

境
管

理
に

つ
い

て
は

，
漁

場
環

境
の

監
視

，
漁

場
環

境
改

善
事

業
の

実
施

，
解

凍
処

理
の

適
正

化
等

共
同

作
業

が
必

要
と

さ
れ

る
場

合
が

多
い

こ
と

か
ら

積
極

的
に

協
業

化
を

促

進
す

る
こ

と
。

 

 ５
 

魚
類

養
殖

適
正

化
の

た
め

の
推

進
体

制
に

つ
い

て
 

⑴
 

魚
類

養
殖

協
議

会
の

設
置

 

県
は

魚
類

養
殖

に
係

る
漁

場
環

境
の

正
常

化
及

び
養

殖
業

の
健

全
な

発
展

を
推

進
す

る
た

め
，

関
係

業
界

代
表

者
，

学
識

経
験

者
，

県
及

び
市

町
村

職
員

か
ら

な
る

「
鹿

児
島

県
魚

類
養

殖
協

議

会
」

を
設

置
し

，
次

の
事

項
を

協
議

す
る

。
 

  
 

ア
 

養
殖

漁
場

の
水

質
及

び
環

境
の

保
全

に
関

す
る

事
項

 

  
 

イ
 

魚
類

養
殖

の
放

養
量

等
の

適
正

基
準

に
関

す
る

事
項

 

  
 

ウ
 

養
殖

技
術

の
改

善
普

及
に

関
す

る
事

項
 

  
 

エ
 

魚
病

並
び

に
赤

潮
等

の
対

策
に

関
す

る
事

項
 

  
 

オ
 

養
殖

業
の

生
産

目
標

並
び

に
種

苗
の

需
給

調
整

に
関

す
る

事
項

 

  
 

カ
 

そ
の

他
養

殖
業

の
漁

場
環

境
並

び
に

経
営

改
善

に
関

し
て

必
要

な
事

項
 

 

⑵
 

指
導

体
制

の
整

備
 

ア
 

漁
協

は
漁

場
管

理
の

た
め

の
組

織
を

整
備

し
，

こ
の

指
針

の
周

知
励

行
に

努
め

る
こ

と
。

 

 

イ
 

県
か

ん
水

養
魚

協
会

は
養

殖
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
，

会
員

相
互

，
関

係
機

関
 

 
 

 

と
の

連
携

強
化

，
情

報
収

集
に

つ
と

め
る

ほ
か

，
指

針
の

各
事

項
に

つ
い

て
傘

下
会

員
の

指
導

に
努

め
る

こ
と

。
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
昭

和
5
3
年

４
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
昭

和
5
8
年

４
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
昭

和
6
3
年

1
1
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
平

成
1
1
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
平

成
1
9
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

 
こ

の
指

針
は

，
令

和
 

年
 

月
 

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

               

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
昭

和
5
3
年

４
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
   
こ

の
指

針
は

，
昭

和
5
8
年

４
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
昭

和
6
3
年

1
1
月

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
平

成
1
1
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 附
 

則
 

  
こ

の
指

針
は

，
平

成
1
9
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 〔
新

設
〕
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改
 

定
 

案
 

現
 

 
 

行
 

〔
削

除
〕

 

                     注
１

 
 
国

内
に

お
け

る
発

生
が

確
認

さ
れ

て
お

ら
ず

，
又

は
国

内
の

一
部

の
み

に
発

生
し

て
い

る
養

殖
水

産
動

物
の

伝
染

性
疾

病
で

あ
っ

て
，

ま
ん

延
し

た
場

合
に

養
殖

水
産

動
植

物
に

重
大

な
損

害
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
疾

病
を

い
う

。
（

持
続

的
養

殖
生

産
確

保
法

第
二

条
第

２
項

）
 

（
注

２
 
そ

の
病

状
が

，
既

に
知

ら
れ

て
い

る
伝

染
性

疾
病

と
明

ら
か

に
異

な
る

養
殖

水
産

動
植

物
の

疾
病

を
い

う
。

（
持

続
的

養
殖

生
産

確
保

法
第

十
二

条
）

 

     

別
表

３
 

 

適
 

正
 

養
 

殖
 

積
 

算
 

式
 

 §
免

許
漁

場
面

積
内

適
正

放
養

量
 

                 〔
新

設
〕
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